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《お得意様だけの不動産に関する情報レポート》
《何なりとご相談ください。》

今月から数回にわたり、相続の基礎に関してレポートしてまいります。相続に関しては、過去数えきれないレポートしていますが、

今回からポイントを絞って細部をレポートいたします。

１． 親族図表・・・親族とは配偶者、６親等以内の血族、３親等以内の姻族をいいます。
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法　定　相　続　人

叔父・叔母＝父母の妹

一重線は親子関係二重線は婚姻関係を表す。
漢数字は血族・アラビア数字は姻族を表す。
親等は婚姻関係では増加しません。
直系血族＝直系尊属+直系卑属
直系親族＝直系血族+直系姻族
×は親族関係はありません。
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